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かがやけ！
有年っ子

今日で１学期が終了します。まだまだコロナ禍ではありますが、教育活動の制限が徐々
に解かれ、幼小合同ふれあい運動会や学校水泳、授業参観、校外学習の再開やブックママ、
生け花教室、租税教室等外部講師を招いた体験活動の実施が可能となり、４４名の有年っ
子の元気な笑顔があふれる１学期となりました。
保護者や地域のみなさまには、感染症予防対策、熱中症対策にご理解を賜り、学校教育

活動にお力添えをいただきましたこと、お礼申し上げます。ありがとうございます。

さて、本日終業式を終え、子ども達に担任の先生から通知表「あゆみ」が手渡されます。
子ども達は、どきどきしながら「あゆみ」を持ち帰ることでしょう。
私は、「あゆみ」には次のような意味があると考えています。

あゆみの「あ」は、新しい目標を見つけるためのもの
あゆみの「ゆ」は、夢に向かって努力する力をつけるためのもの
あゆみの「み」は、魅力ある自分を発見するためのもの

この１学期の間にがんばったことは、子ども達一人一人違いはあって
も、今よりももっと自分の力を伸ばしたいと思い取り組んだはずです。
そのがんばっていた姿を褒めてやってください。
明日から長い夏休みを迎えます。たくさんの時間があるので、どんなことでも自分なり

の目標をもってやり続けることができれば、きっと成果が出るはずです。
２学期の始業式に、ちょっぴり成長した子ども達に出会うことを楽しみにしています。

明日から４２日間の夏休みを迎えます。７月に入り、新型コロナ
ウイルス感染症の再拡大が懸念されています。夏休みも基本的な感
染症予防対策を継続してください。
また、夏本番を迎え、暑さも厳しくなります。熱中症対策も忘れ

ず、元気に夏休みが過ごせるように、体調管理にご配慮ください。

＜お知らせ＞

すでにご案内しておりますとおり、７月３０日（土）に「有年地区６校園所ＰＴＡ
合同講演会」を下記の通り開催いたします。
当初は、「有年地区体育館」での実施を予定しておりましたが、厳しい暑さが予測

されることから、会場を「有年公民館研修室」に変更させていただきます。
ご参加のみなさまは、お間違えのないようにお越しください。
当日は、感染症予防対策と暑さ対策を取りながらの実施となります。ご自身の体調

に合わせて、お茶、冷却タオル等のご準備をお願いいたします。

「有年地区６校園所ＰＴＡ合同講演会」
日時：令和４年７月３０日（土） １０：００～１１：３０
場所：有年公民館 研修室（変更）
講師：春川 政信 先生

（三木市人権・同和教育協議会 副会長）
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